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      平成 19 年(2007 年)1 月 18 日 

                                         建 設 委 員 会 資 料 

都 市 整 備 部 経 営 担 当 

 

 
区民公益活動に関する助成制度［政策助成］の再構築について 

 

 

１．趣 旨 

区では、さまざまな区民団体が行う公益活動を推進・支援し、豊かで活力あ 

る地域社会を築いていくため、昨年３月、中野区区民公益活動の推進に関する 

条例を制定した。 

この条例では、区民公益活動の推進・支援の施策の一つとして「区は、区民 

公益活動が区の政策目的の実現に貢献し、かつ、区民公益活動の特長が生かせ 

る分野については、予算の範囲内で当該区民公益活動に対し資金を助成するこ 

とができる」と規定している。 

これに基づき、区の政策目的実現に貢献する活動への助成について、［政策助 

成］として再構築し、対象とする活動や助成額の拡充を図るとともに、より効 

果的で柔軟性や透明性が高い制度として、基準や手続きなどを統一的に定める 

ことにした。 

 

２．申請できる団体 

次の要件をすべて満たす団体とする。 

（１） 区民が自主的に組織する非営利の団体であること。 

（社会福祉法人等の法人は対象外。ＮＰＯ法人は可。） 

   （２） 主たる事務所又は連絡場所が区内にあること。 

   （３） 規約及び会員名簿等を有すること。 

   （４） 希望者は任意に加入又は脱退ができる等、団体の運営が民主的に行われて 

いること。 

（５） 区民を対象とした公益活動の実績が原則として 1 年以上あり、継続的かつ計 

画的に活動を行っていること。 

 

３．対象となる活動領域と活動 

   助成の対象となる活動は、おおむね次に掲げる領域でそれぞれ行われる、 

区政目標の実現に貢献する区民公益活動とする。 

① 地域を住民自身で支える活動           

住民自身で地域を支え、実りある活動を展開することを目標とする、地 

域自治、高齢者の社会参加の支援、防災、防犯などの活動 

② 産業の活性化、勤労者支援、消費者の活動         

豊かで活力あるまちを目指し、そこで働く勤労者や消費者のために展開 

していく、産業活性化、勤労者支援、消費者などの活動 
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③ 地球環境を守るための活動                        

環境に配慮する区民生活が根づくことを目標とする、地域の生活環境保 

全、地球温暖化防止のための啓発、環境学習の場の提供、ごみ減量・リ 

サイクルへの取組みなどの活動 

④ 子どもと子育て家庭を支援する活動 

子どもや子育て家庭が、多様な支援にしっかりと支えられることを目標 

とする、子どもの健全育成の推進、子どもの居場所づくり、子育て環境 

の整備などの活動 

⑤ 男女共同参画の推進に関する活動 

性別にかかわりなく個性や能力を発揮できる男女共同参画社会の実現 

を目標とする、男女共同参画の推進に関する活動 

⑥ 地域の保健福祉の推進のための活動   

地域の保健福祉の推進により安心できる暮らしを区民に保障すること 

を目標とする、障害者の自立・社会参加の支援などの活動 

⑦ 安全で快適なまちづくりのための活動     

区民が安心して住み続けられる安全で快適なまちづくりを目標とする、 

まちの景観、住環境の維持・保全・創出、公園の管理、交通安全・啓発 

などの活動 

⑧ 学習・文化・芸術、スポーツ振興のための活動  

区民が誰でも興味を持つ文化芸術やスポーツに親しみ、また有意義な学 

習・研究活動等を通して、情報化や科学技術等の発展、促進への寄与を 

目標とする、文化芸術・生涯学習の推進、スポーツの振興などの活動 

⑨ 国際交流・平和・人権のための活動     

平和な世界の実現に向け、外国の人たちと理解や交流を深め合い、区民 

一人ひとりの人権がきちんと守られている社会を目標とする、国際交流、 

平和の推進、人権の擁護などの活動 

 

４．助成対象経費 

当該申請事業の実施にかかる経費のうち、以下の①～⑥に該当するものとする。 

① 謝礼金（講師・スタッフへの謝礼金等） 

② 交通費（行事等の実施に必要なスタッフ等の交通費） 

③ 保険料（活動に伴う事故発生時の補償等を行う保険料等） 

④ 印刷・製本費（掲示物の印刷費・広報誌の発行経費等） 

⑤ 消耗品購入費等（各種物品・事務用品の購入経費、その他、区民公益活 

動に要する経費） 

⑥ その他、区長が特に必要と認める経費 

※ 対象は事業経費であり、団体の運営に関る経費は除く。 
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５．助成率・助成限度額 

  助成率は、前記の助成対象経費総額の３分の２以内、助成限度額について 

は、１事業につき年度内２０万円、１団体につき年度内４０万円を限度とす 

る。ただし、区長が特に必要と認める場合は、別に定める。 

 

６．審査と助成の決定 

審査は、以下の審査基準に基づき、活動内容及び対象経費等を評価し、 かつ活 

動領域ごとに当該年度区として重点を置く取組みを勘案のうえ、団体の活動を 

所管する各部が行う。 

助成の決定は、審査に基づき、予算額の範囲内で行う。 

＜ 審査基準 ＞ 

 

７．個別の基準により助成を行う活動 

（１）区の施策展開の一部を直接担う区民公益活動で、負担金・交付金的な性格

を有するもの。 

  ・町会、自治会の活動への助成 

・体育協会の事業への助成 

・防犯パトロール団体の活動への助成 

・地域防災住民組織の活動への助成など 

（２）区民公益活動で、国及び東京都の助成制度により助成基準や手続き、様

式等が定められているもの。 

・老人クラブの活動への助成 

 

８． 交付手続きと交付決定状況の公表 

（１） 助成の交付申請をしようとする団体は、必要事項を記載した申請書を提出する。 

（２） 交付申請があったときは、審査を行い、助成を行う事業及び助成金の額等を決定 

する。 

（３） 区長は、交付決定を行った事業及び団体の名称、助成金の額を公表する。 

 目    標 内    容 

１ 区政目標実現への貢献度 
区が行っている政策（施策）の考え方に合致し、どの

程度区政目標実現に貢献できるか。 

２ 事業の波及効果 
事業への参加人員や事業実施による波及効果はど

うか。 

３ 事業の実行可能性・継続性 事業の実施体制は十分か。継続性はあるか。 

４ 経費の妥当性 申請経費は適当であるか。 
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９． 助成事業の実績報告と評価・公表 

（１） 助成団体は、事業が完了したとき又は交付決定の属する会計年度が終了したとき 

は、 実績報告書を区長に提出する。 

（２） 区長は、実績報告書に基づき助成事業の評価を行い、その結果を公表する。 

 

１０． 今後の主なスケジュール 

   ２月中旬～下旬    関係団体へ制度説明 

３月１８日号区報     新年度からの申請受付開始について、区民に周知 

３月２６日～２８日    各部合同にて、申請団体向けの説明会を開催 

４月２日～２７日    活動を所管する各部において、申請の受付 

５月～６月        各部による内容審査の後、審査結果をもとに、助成の決定、助 

成金の交付 

事業実施後       実績報告書等に基づき評価し、公表 


